
 

 

４畜産第 720 号 

令和４年６月 24日 

 

中国四国農政局生産部長 殿 

 

 

畜産局畜産振興課長  

 

 

家畜改良増殖法及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律

の遵守の徹底について 

 

 家畜改良増殖法の一部を改正する法律（令和２年法律第 21 号）及び家畜遺伝資源

に係る不正競争の防止に関する法律（令和２年法律第 22 号。以下「遺伝資源法」と

いう。）が令和２年 10月に施行されたことを踏まえ、家畜人工授精所における業務の

実態の把握や法令遵守の徹底等を図るため、都道府県等の関係機関及び関係団体の協

力の下、各家畜人工授精所に対し自己点検の実施を要請するとともに、家畜改良増殖

法（昭和 25年法律第 209号。以下「増殖法」という。）に基づく立入検査を実施しま

した。 

これらの結果は、別添のとおりであり、自己点検及び立入検査のいずれにおいても、

ほとんどの家畜人工授精所において法令が遵守されるとともに、適正な業務実施が図

られていた一方、一部の家畜人工授精所において、 

① 家畜人工授精用精液とその家畜人工授精用精液証明書の一体的な取扱い 

② 家畜人工授精簿の適正な記載、保存及び関係書類の添付 

③ 授精証明書の適切な交付に係る対応 

④ 容器への表示や譲渡等記録簿の記載・保存 

⑤ 家畜人工授精所の開設者の都道府県知事に対する運営状況の報告に係る対応 

⑥ 遺伝資源法による知的財産としての価値の保護に必要な契約等による使用者の

範囲や目的の制限の明示 

等について法令が必ずしも遵守されず適正な業務が行われていないと考えられる状

況にありました。 

このような状況を看過すると、家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外

受精卵（以下「精液等」という。）の不正流通や和牛の血統矛盾につながるおそれがあ

ることから、遵守の徹底が必要な事項等を下記のとおり取りまとめましたので、貴局

管内の県に対し、各県内の家畜人工授精所、獣医師、家畜人工授精師等の関係者に指

導の徹底を図るよう依頼願います。 

また、本職としては、今後とも家畜人工授精所への増殖法に基づく立入検査の実施

等により、精液等の流通の適正化や知的財産としての価値の保護を図っていく所存で

すので、貴局管内の県に対し、引き続き御協力いただくよう、併せて依頼願います。 
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１ 家畜人工授精用精液等とその家畜人工授精用精液証明書等の一体的な取扱いに

ついて（増殖法第 13条及び第 14条関係） 

精液等は、その外観から精液等を採取した家畜などを識別することが困難である

ため、増殖法第 13 条により、精液等を採取・処理した獣医師又は家畜人工授精師

は、その内容を証明するための情報を記載した家畜人工授精用精液証明書、家畜体

内受精卵証明書又は家畜体外受精卵証明書（以下「精液証明書等」という。）を添付

しなければならない旨規定されるとともに、同法第 14 条により、精液証明書等が

添付されていない精液等の譲渡等を禁止する旨規定され、精液等と精液証明書等は

一体的に取り扱わなければならないこととされています。 

また、精液証明書等は、正しく記載されることが前提であり、誤った内容が記載

されている又は記載内容に欠落があるものは、その効力を有しないため、注意願い

ます。 

 

２ 家畜人工授精簿への適正な記載、保存及び関係書類の添付について 

（増殖法第 15条関係） 

  家畜の改良増殖上、血統の正確な記録が必須であるため、血統を証明する手段を

確保する観点から、増殖法第 15 条により、獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人

工授精や家畜受精卵移植を行ったときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜受精卵

移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載し、５年間保存しなければならない旨規

定されています。 

また、注入又は移植した精液等に対応する使用済みの精液証明書等は、他の精液

等への添付により不正流通に利用されることなどを防止するため、授精証明書又は

体内（体外）受精卵移植証明書（以下「授精証明書等」という。）を交付する前にお

いては、家畜人工授精簿に添付するとともに、使用した精液等のストローは速やか

に照合できるように保管する必要があります。 

 

３ 授精証明書及び体内（体外）受精卵移植証明書の適切な交付について 

（増殖法第 22条関係） 

授精証明書等の交付に当たっては、家畜改良増殖法施行規則（昭和 25 年農林省

令第 96 号。以下「増殖法施行規則」という。）様式第 17 号、第 18 号又は第 19 号

により、注入又は移植した精液等に対応した精液証明書等を貼り付けるとともに、

授精証明書等を交付した場合、家畜人工授精簿との照合により、確実に血統を証明

することができるよう、その写しを書面又は電磁的記録により保管しておく旨規定

されています。 

また、上記の観点から、授精証明書等の写しは家畜人工授精簿と同様に５年間保

管してください。 

 

４ 特定家畜人工授精用精液等に関する規制について 

 （増殖法第 32条の４及び第 32条の５関係） 

特定家畜人工授精用精液等の適正な流通を確保する上で、不適切な流通事案が発

生した場合にその発生原因と流通範囲を迅速に特定できるようにするため、令和２

年 10月の増殖法の改正により、容器への表示（増殖法第 32条の４）や譲渡等記録

簿の記載・保存（増殖法第 32条の５）をしなければならない旨規定されました。  

また、容器への表示については、増殖法施行規則第 42 条に規定された内容につ



 

 

いて、当該精液等を取り扱う者が迅速に判読できるよう、適切に表示してください。 

 

５ 家畜人工授精所の開設者による都道府県知事に対する運営状況の報告について 

 （増殖法第 34条関係） 

農林水産大臣及び都道府県知事において、家畜人工授精所の監督を適切に行うこ

とができるよう、令和２年 10月の増殖法の改正により、同法第 34条第３項におい

て家畜人工授精所の開設者は、毎年、当該家畜人工授精所の運営状況を都道府県知

事に報告しなければならない旨規定されました。 

また、特定家畜人工授精用精液等については、特にその適正な流通を確保する必

要があるものとして、増殖法施行規則様式第 28 号により、月ごとに特定家畜人工

授精用精液等の生産数量、譲受数量、譲渡数量、利用数量、廃棄又は亡失した数量

及び月末時点の保存数量を整理して記載・報告することとされています。 

 

６ その他増殖法に基づく精液等の流通適正化のための対応について 

 増殖法第 25 条において、家畜人工授精所は家畜人工授精等の業務を的確にかつ

衛生的に実施するために必要な構造、設備及び器具を備えることとされています。 

 また、不正流通等を防止するため、精液等の処理・保管場所については、施錠す

るなど盗難防止措置を徹底してください。 

 

７ 遺伝資源法に基づく知的財産としての価値の保護のための対応について 

  遺伝資源法第２条第１項において、同法の保護対象となる「家畜遺伝資源」を、

「家畜遺伝資源生産事業者が業として譲渡し、又は引き渡す特定家畜人工授精用精

液等であって、当該家畜遺伝資源生産事業者が契約その他農林水産省で定める行為

（以下「契約等」という。）によりその使用する者の範囲又はその使用の目的に関

する制限を明示したもの｣と定義していることから、特定家畜人工授精用精液等に

ついて譲渡契約締結の促進を図っています。 

また、譲り受けた特定家畜人工授精用精液等を第三者へ譲渡した場合に、当該第

三者において家畜遺伝資源生産事業者が契約等により明示した使用する者の範囲

又はその使用の目的に関する制限を超えて譲渡や使用等がされることがないよう、

譲受元との契約と同様の内容を当該第三者に対し契約により義務づけてください。 

 

 

 

 



 

別添  

令和４年６月 

 

和牛遺伝資源関連２法の法令遵守状況に係る自己点検結果及び 
立入検査結果（令和４年３月31日現在） 

 

農林水産省畜産局畜産振興課  

 

家畜改良増殖法の一部を改正する法律及び家畜遺伝資源に係る不正競争の

防止に関する法律が令和２年10月に施行されたことを受け、農林水産省では、

これら２法の遵守の徹底と家畜遺伝資源の流通管理の適正化を図ってきまし

た。 

具体的には、新型コロナウイルス感染症の流行により立入調査の実施が難

しい状況に鑑み、家畜改良増殖法に基づく令和２年次の家畜人工授精所等の

運営状況報告において、牛の家畜人工授精用精液等を取り扱っている旨の報

告のあった4,270か所に対し、令和３年６月に法令遵守や運営状況に係る自己

点検の実施を要請しました。 

これまでに、3,950か所から自己点検結果の報告があり、120か所は休廃止

の状況にあることが確認されました。この他、615か所の家畜人工授精所につ

いて、家畜改良増殖法に基づく立入検査を実施しました。この結果、自己点

検結果の報告又は立入検査により運営状況を確認した家畜人工授精所は全体

の98.5％に相当する4,206か所となっています。 
 

１ 家畜人工授精所による自己点検結果（資料１） 

（１）実施期間 
令和３年６月～令和４年３月 

（２）点検要請対象の家畜人工授精所（家畜の種類：牛）の数 
4,270か所（令和２年次運営状況報告） 

（３）回答が得られた家畜人工授精所の数 
   3,950か所（この他120か所は休廃止を確認） 

（４）自己点検事項及び結果概要 

    ・和牛の精液又は受精卵を取り扱う家畜人工授精所数 

    3,741か所 

  ・家畜改良増殖法に係る点検事項 

       精液等の適正流通の確保に必要な事項のうち、適正な実施がなされ
ていないとの回答率が高く、指導等が必要と考えられた点検項目は、
以下のとおりでした。 
①  精液等と証明書の一体的な管理 



 

 

②  授精証明書への精液証明書の添付及び写しの保管 
③  精液等の生産に係る取り違え防止のためのマニュアルの作成 
④  譲渡等記録簿の記載・保存 
⑤  都道府県知事への運営状況報告に係る対応 
 

  ・家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律に係る点検事項 

不正競争防止の推進にあたり、適正な実施がなされていないとの回
答があり、一層の取組の推進が必要と考えられた点検項目は以下のと
おりでした。 
①  契約等による精液等の使用者の範囲や目的の制限の明示 
②  ①の制限が課せられた精液等を第三者へ譲渡する場合の制限 

 

２ 立入検査結果（資料２） 

（１）実施期間 

   令和２年11月～令和４年３月 

（２）実施か所数 

   615か所 

（３）検査内容 

   家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）に基づく帳簿管理、構造・設

備・器具管理の実施状況等 

（４）検査結果・改善指導概要 

   検査の結果、改善のための指導を実施した家畜人工授精所は31か所で

あり、項目別の改善指導の箇数（延べ箇所数）は、帳簿管理が29か所、

構造・設備・器具管理が２か所、その他が４か所でした。 

 

３ 今後の取組について 

上記の自己点検及び立入検査の結果を踏まえ、家畜人工授精簿の適正な

記載・保存や譲渡等記録簿の整備等の再徹底を進めます。 

＜参考＞立入検査及び自己点検の実施状況について 

家畜人工授精所数※１ 休廃止 立入検査数 自己点検報告数 未報告数※２ 

4,270 か所 120 か所 615 か所(584 か所※３) 3,950(3,502※４) 64 

※１ 令和２年次に運営状況報告があった牛の家畜人工授精用精液を取り扱う家畜人工授精所数 

※２ ※１のうち休廃止、立入検査を実施又は自己点検の報告があったものを除く家畜人工授精所数 

※３ ※１のうち立入検査を実施した家畜人工授精所数（令和３年度新規開設した箇所を除く。） 

※４ ※１のうち立入検査を実施したものを除き、自己点検の報告があった家畜人工授精所数 

  （令和３年度新規開設した箇所を除く。）                  



（資料１） 

 

 

 

家畜人工授精所による自己点検結果 

 
（１）実施期間 

令和３年６月～令和４年３月 

（２）自己点検要請対象 

   牛の家畜人工授精用精液等を取り扱う家畜人工授精所 

 ただし、家畜改良増殖法に基づく立入検査の実施により法令遵守状況が  

明らかとなっている家畜人工授精所等を除く 

（３）回答か所数 

   3,950か所 

（４）自己点検事項及び結果概要 

○和牛の精液又は受精卵（特定家畜人工授精用精液等）の取扱いの有無 

取り扱いがある 取り扱いがない 無回答 

3,741 (95.2%) 188 (4.8%) 21  

 ※ ( )内は太字枠内での割合。以下同じ。 

＜家畜改良増殖法に係る点検事項＞ 

１ 貴家畜人工授精所の開設許可証（若しくは管理番号等の通知）に記載されている業務の別は

次のうちどれに該当しますか。（あてはまるもの全てにチェックして下さい。）【確認書類等：開

設許可証、管理番号等の通知】 

選択肢 回答数 

（１）家畜人工授精用精液の採取及び処理の業務 434 

（２）家畜体内受精卵の採取及び処理の業務 598 

（３）家畜体外受精卵の生産に関する業務（家畜の雌のとたいから採取した

卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外受精を行い、並びにこれ

により生じた受精卵を処理する場合に限る。） 

144 

（４）家畜体外受精卵の生産に関する業務（家畜の雌から採取した卵巣から

未受精卵を採取し、及び処理し、体外受精を行い、並びにこれにより生

じた受精卵を処理する場合に限る。） 

145 

（５）家畜人工授精用精液若しくは家畜受精卵又はこれらの保存 3,436 

無回答等 18 

 

２ 貴家畜人工授精所の実際の業務は、次のうちどれに該当しますか。（あてはまるもの全てにチ

ェックして下さい。） 

選択肢 回答数 

（１）家畜人工授精用精液の採取及び処理の業務 317 

（２）家畜体内受精卵の採取及び処理の業務 493 

（３）家畜体外受精卵の生産に関する業務（家畜の雌のとたいから採取した

卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外受精を行い、並びにこれ

により生じた受精卵を処理する場合に限る。） 

 

87 

（４）家畜体外受精卵の生産に関する業務（家畜の雌から採取した卵巣から 107 



（資料１） 

 

 

未受精卵を採取し、及び処理し、体外受精を行い、並びにこれにより生

じた受精卵を処理する場合に限る。） 

（５）家畜人工授精用精液若しくは家畜受精卵又はこれらの保存 3,405 

無回答等 22 

 

３ 家畜人工授精所の開設の許可を得ている「業務の別」と実際の業務の内容は一致しています

か。【確認書類等：開設許可証、管理番号等の通知】 

はい いいえ 無回答 

3,892 (98.8%) 46 (1.2%) 12 

 

４ 開設の許可を得た際の、構造・設備・器具に変更はありませんか。【確認書類等：開設許可証

申請書（控）、管理番号等の通知】 

ない ある 無回答 

3,890 (98.8%) 48 (1.2%) 12 

 

５ 所有又は委託により保管する精液や受精卵は、液体窒素保存容器内で種雄牛名や採取年月日

により区分して保存するなど、証明書に記載されている採取年月日と同じものを使用又は譲渡

できるように管理していますか。【通知事項】 

はい いいえ 無回答 

3,820 (97.2%) 109 (2.8%) 21 

 

６ 精液及び受精卵の在庫数を定期的に確認していますか。【確認書類等：運営状況の報告（様式

第 28 号）】 

はい いいえ 無回答 

3,784 (96.4%) 143 (3.6%) 23 

   ※赤枠は「いいえ」の回答が３％以上の設問。以下同じ。 

７ 精液又は受精卵に添付された証明書は、未使用のものと既に注入又は移植したものとを区分

し、適正に管理・保存していますか。【確認書類等：精液証明書、受精卵証明書】 

はい いいえ 無回答 

3,799 (96.7%) 129 (3.3%) 22 

 

８ ６及び７の精液又は受精卵の数と、それぞれに添付された証明書の枚数は一致していますか。

【確認書類等：精液証明書、受精卵証明書】 

はい いいえ 無回答 

3,819 (97.2%) 109 (2.8%) 22 

 

９ 精液又は受精卵に添付された証明書の「譲渡・経由の確認」の欄は正しく記載されています

か。【確認書類等：精液証明書、受精卵証明書】 

はい いいえ 無回答 

3,882 (98.8%) 47 (1.2%) 21 

 



（資料１） 

 

 

10 貴家畜人工授精所の獣医師又は家畜人工授精師が精液の注入や受精卵の移植を行った時は、

家畜人工授精又は受精卵移植に関する事項を速やかに家畜人工授精簿に記録していますか。【確

認書類等：家畜人工授精簿（様式第 13 号）精液の注入（その 3）・受精卵の移植（その 7）】 

はい いいえ 該当なし 無回答 

3,512 (98.9%) 40 (1.1%) 390 8 

 

11 10 の家畜人工授精簿には、注入・移植した精液又は受精卵の証明書を添付するなどし、速や

かに照合できるように適切に保管していますか。（授精証明書又は受精卵移植証明書の交付前。）

【確認書類等：家畜人工授精簿（様式第 13 号）精液の注入（その 3）・受精卵の移植（その 7）】 

はい いいえ 該当なし 無回答 

3,454 (97.4%) 93 (2.6%) 394 9 

 

12 授精証明書又は受精卵移植証明書を交付する際に、注入・移植した精液又は受精卵に添付さ

れていた証明書を交付する授精証明書又は受精卵移植証明書に貼り付けるとともに、その写し

を書面又は電磁的記録により保管していますか。【確認書類等：授精証明書（様式第 17 号）、体

内受精卵移植証明書（様式第 18 号）、体外受精卵移植証明書（様式第 19 号）】 

はい いいえ 該当なし 無回答 

3,350 (95.9%) 142 (4.1%) 450 8 

 

13 精液又は受精卵を生産（処理）した際には、種付台帳又は家畜人工授精簿に採取や処理、生

産に関する事項を速やかに記載していますか。【確認書類等：種付台帳（様式第 4 号）精液の採

取等（その 3：自ら飼養する種畜の場合）、家畜人工授精簿（様式第 13 号）精液の採取及び処理

（その 2：他者が飼養する種畜の場合）・体内受精卵の採取及び処理（その 5）・体外受精卵の生

産（その 6）】 

はい いいえ 該当なし 無回答 

1,196 (99.0%) 12 (1.0%) 2,730 12 

 

14 令和２年 10 月１日以降に、和牛の精液又は受精卵（特定家畜人工授精用精液等）を生産した

際には、容器（ストロー）に必要事項を表示をしていますか。 

はい いいえ 該当なし 無回答 

776 (98.5%) 12 (1.5%) 3,151 11 

 

15 精液又は受精卵の処理（生産）を行っている場合には、異物混入や取り違えを防止するため

のマニュアル等を作成していますか。【推奨事項】 

はい いいえ 該当なし 無回答 

604 (73.4%) 219 (26.6%) 3,115 12 

 

16 種付台帳及び家畜人工授精簿は、５年間保存していますか。【確認書類等：種付台帳（様式第

4 号）、家畜人工授精簿（様式第 13 号）】 

はい いいえ 該当なし 無回答 

3,427 (97.6%) 84 (2.4%) 430 9 



（資料１） 

 

 

17 和牛の精液又は受精卵（特定家畜人工授精用精液等）を取り扱う家畜人工授精所の開設者に

義務づけられた「譲渡等記録簿」を記載していますか。【確認書類等：譲渡等記録簿（様式第 24

号）】 

はい いいえ 該当なし 無回答 

2,940 (93.1%) 218 (6.9%) 781 11 

 

18 「譲渡等記録簿」を様式第 24 号以外の様式で管理している場合、様式第 24 号の事項を網羅

し、速やかに照合できるように管理していますか。【確認書類等：譲渡等記録簿（様式第 24 号）】 

 

はい いいえ 該当なし 無回答 

2,742 (94.4%) 163 (5.6%) 1,034 11 

 

19 和牛の精液又は受精卵（特定家畜人工授精用精液等）を譲渡又は譲受する相手先が、家畜人

工授精所を開設しているか否かを確認していますか。【確認書類等：譲渡等記録簿（様式第 24

号）】 

はい いいえ 該当なし 無回答 

2,957 (97.7%) 70 (2.3%) 914 9 

 

20 全ての家畜人工授精所の開設者は、毎年、都道府県知事に運営状況の報告をしなければなら

ないことをご存じですか。【確認書類等：運営状況の報告（様式第 28 号及び様式第 29 号）】 

はい いいえ 無回答 

3,749 (95.2%) 188 (4.8%) 13 

 

21 和牛の精液又は受精卵（特定家畜人工授精用精液等）についての運営状況の報告は、月毎に、

生産数量・譲受数量・譲渡数量・利用数量・廃棄又は亡失数量・月末の保存数量を整理して報

告する必要がありますが、それが可能となるように帳簿等を管理していますか。【確認書類等：

運営状況の報告（様式第 28 号）】 

はい いいえ 該当なし 無回答 

3,302 (93.7%) 222 (6.3%) 410  16 

 

22 令和２年 10 月１日（法施行）時点で家畜人工授精所において保存（処理）されていない精液

又は受精卵の譲受や譲渡はありませんか。 

ない ある 無回答 

3,926 (99.7%) 13 (0.3%) 11 

 

23 家畜人工授精簿に添付した精液又は受精卵の証明書やストローを処分する際は、不正利用が

されないような措置をしていますか。【通知事項】 

はい いいえ 該当なし 無回答 

3,250 (97.5%) 84 (2.5%) 605 11 

 

 



（資料１） 

 

 

＜家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律に係る点検事項＞ 

24 和牛の精液又は受精卵（特定家畜人工授精用精液等）について、契約等により、使用者の範

囲や目的の制限を明示する取組が進められていることはご存じですか。【通知事項】 

はい いいえ 無回答 

3,673 (93.3%) 265 (6.7%) 12 

 

25 生産した和牛の精液又は受精卵（特定家畜人工授精用精液等）について、契約等により使用

者の範囲や目的の制限を明示して販売していますか。【通知事項】 

はい いいえ 該当なし 無回答 

1,256 (94.2%) 77 (5.8%) 2,607 10 

 

26 契約等により使用者の範囲や目的の制限がされている和牛の精液又は受精卵（特定家畜人工

授精用精液等）を購入する際は、制限の内容について購入先と合意をしていますか。【確認書類

等：契約約款、定型約款、売買契約書等】 

はい いいえ 該当なし 無回答 

2,802 (97.8%) 63 (2.2%) 1,076 9 

 

27 契約等により使用者の範囲や目的の制限がされている和牛の精液又は受精卵（特定家畜人工

授精用精液等）を購入し、他者に譲渡する際は、相手に対し、同様の制限を義務づけています

か。【確認書類等：契約約款、定型約款、売買契約書等】 

はい いいえ 該当なし 無回答 

1,819 (95.5%) 86 (4.5%) 2,035 10 

 

28 契約等により使用者の範囲や目的が制限されている和牛の精液又は受精卵（特定家畜人工授

精用精液等）について、使用者の範囲や目的を逸脱しているにもかかわらず、これを所有して

いませんか。 

所有していない 所有している 無回答 

3,934 (99.9%) 4 (0.1%) 12 

 

29 「家畜人工授精簿」や「譲渡等記録簿」等は、どのような方法で記載していますか。 

パソコン等 紙 該当なし 無回答 

1,443 (31.6%) 3,118 (68.4%) 136 70 

 

30 令和２年に家畜改良増殖法が改正されたことや、家畜遺伝資源法が制定されたことをご存じ

でしたか。 

はい いいえ 無回答等 

3,814 (98.3%) 66 (1.7%) 70 

 

31 和牛の精液又は受精卵（特定家畜人工授精用精液等）の輸出や使用済みの証明書の売買・無

償譲渡等を持ちかけられるなど、不正流通の勧誘等を受けた事はありますか。 

ない ある 無回答 

3,859 (99.3%) 26 (0.7%) 65 

－以上－ 
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家畜人工授精所への立入検査結果 

 
１ 実施期間 

  令和２年11月～令和４年３月 

 

２ 実施箇所数 

  615か所 

 

３ 立入検査内容 

   家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）に基づく帳簿管理、構造・設備・器具  

管理その他の実施状況 

 

４ 立入検査・改善指導の概要 

立入検査の結果、改善指導を実施した家畜人工授精所は31か所（5.0％） 

改善指導を行った主な指摘事項は以下のとおり（箇所数は延べ数） 

（１）帳簿管理（29か所） 

① 家畜人工授精用精液等と家畜人工授精用精液証明書等の一体的な取扱い  

に係る事項（18か所） 

・ 家畜人工授精用精液証明書等について、家畜人工授精用精液等と一体的な

譲渡・使用・保存がされていない 

・ 家畜人工授精用精液証明書について未使用のものと使用済みのものが区分

されていない 

・ 家畜人工授精用精液証明書に必要な記載がされていない 

・ 家畜体内受精卵について、授精に使用された家畜人工授精用精液証明書の

原本を確認せずに採取・処理を行っている 

 

② 家畜人工授精簿への適正な記載、保存及び関係書類の添付に係る事項 

（18か所） 

・ 家畜人工授精簿が適切に記載・保存されていない 

・ 授精証明書等の交付前において、使用済みの家畜人工授精用精液証明書又

は家畜人工授精用精液等の容器（ストロー）が家畜人工授精簿に添付されて

いないなど、適切に保存されていない 

 

③ 授精証明書及び受精卵移植証明書の適切な交付に係る事項（５か所） 

・ 発行した授精証明書、体内・体外受精卵移植証明書の写しが保管されてい

ない 
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④ 特定家畜人工授精用精液等に関する規制に係る事項（８か所） 

 ・ 譲渡等記録簿の記載・保存がされていない 

 

（２）構造・設備・器具管理（２か所） 

・ 家畜人工授精用精液や授精器具等の保管に係る衛生環境の確保が一部適切で

ない 

・ 施錠可能な家畜人工授精用精液等の保管庫が整備されていない 

 

（３）その他の事項（４か所）  

① 家畜人工授精用精液等と家畜人工授精用精液証明書等の一体的な取扱い  

に係る事項（１か所） 

・ 家畜人工授精用精液や家畜受精卵の生産において、異物混入や取り違えを

防止するためのマニュアル等が整備されていない 

 

② 特定家畜人工授精用精液等に関する規制に係る事項（３か所） 

 ・ 特定家畜人工授精用精液等の容器（ストロー）に適切な表示がされていな

い 

 

③ その他の事項（１か所） 

・ 開設許可証が備え置かれていない 
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